
CC1-5149 
 

            酒 類 蔵 置 場 設 置 許 可 申 請 書                         

 
 

         整理番号  ※ 

 （住所）〒  ‐  （電話） 

 

       局 

        番 

  平成  年  月  日  申 

 

 

 

 請 

 （氏名又は名称及び代表者氏名） 

（ふりがな）  

 

       税務署長 殿  者                               ○印  

  酒類の蔵置場の設置許可を受けたいので、酒税法施行令第29条第１項の規定により関係書類を添付して 

 

 下記のとおり申請します。 

 

                        記 

所 在 地 及 び         

名      称 

 

 

 （詳細は別添図面のとおり） 

 設る 

 置 

 し蔵 

 よ 

 う置 

 と 

 す場 

設 備 の 状 況         
 

  別紙のとおり 

蔵置しようとする酒類の 

 

品 目 及 び 範 囲 

 

蔵 置 場 設 置 期 間            
      平成    年    月    日から 

                         の間 

      平成    年    月    日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 申 請 の 理 由            

 

 

 

酒 税 



 

酒類蔵置場設置許可申請書（CC1-5149）の記載要領  

 

１ この申請書は、酒類の蔵置場の設置の許可を受けようとする場合に使用してください。 

２ 「蔵置場設置期間」欄は、期間を定めて蔵置場を設置する場合に記載してください。 

３ 別表「酒類蔵置場設置許可申請書の添付書類一覧表」に定める必要書類を添付し、その目録を付けて 

ください。 

４ ※印欄は記載しないでください。  

 

   別  表  

酒 類 蔵 置 場 設 置 許 可 申 請 書 の 添 付 書 類 一 覧 表                              

   ○印は要、×印は不要を示す    
 

 

            区   分 

 

 添付書類 

 

 

  申 請 者 が 酒 類 製 造 者             

 

  で あ る 場 合             

 

 

  申 請 者 が 酒 類 製 造 者             

 

  以 外 で あ る 場 合             

 

 

 

 １ 蔵置設備状況書 

 

 ２ 事業もくろみ書（蔵置場の管理 

  方法を含む。） 

 

 ３ 未納税移入数量の計画書 

 

 ４ 未納税移出を予定している製造 

  者名及びその者の最近における製 

  成及び移出数量 

 

 ５ 所要資金調達方法についての書 

  類 

 

 ６ 担保提供承諾書 

 

 ７ 申請者の印鑑証明書 

 

 ８ 法人については法人の登記事項

証明書、定款、主な株主又は出資

者名簿（持株数又は出資額を記載

したもの） 

 

 ９ 最近終了した事業年度の財務諸 

  表 

 

 10 申請蔵置場の土地及び建物の登 

  記事項証明書 

 

 11 蔵置場の図面及び位置図 

 

 12 申請者（申請者が共びん法人等 

  の場合にはその構成員）の免許場 

  の状況 

 

 13 その他参考となる書類 

 

 

        ○ 

 

        ○ 

  （蔵置場の管理方法のみ） 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

        × 

 

 

        × 

 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

        ○ 

 

 

 

   （注） 税務署長が必要がないと認めた書類については、省略することができます。  


